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令和５年３月２８日 

高齢者施設・障害者施設等 施設管理者 各位 

 

神戸市健康局 

神戸市福祉局 

 

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種 

高齢者施設・障害者施設等での令和５年春開始接種の実施について 

 

平素より神戸市政にご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

さて、見出しの件、高齢者施設・障害者施設等（以下「施設」という。）での令和５年春開始接種

（以下「春夏接種」という。）の要領についてご案内をいたします。 

令和５年の新型コロナワクチン接種は、初回（１・２回目）接種を終了した、追加接種可能な５歳

以上の方を対象として秋から冬（９月から12月）にかけて１回接種を行うこととし、新型コロナウ

イルス感染症にかかった場合の重症化リスクが高い方等については、春から夏（５月から８月）に

かけて前倒してさらに１回接種を行うこと、とされております。 

また、春夏接種は、前回の接種から３か月が経過した(1)65歳以上の高齢者及び(2)５歳以上の

方のうち、基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認める方（以下「基礎疾患を

有する方等」という。）(3) 重症化リスクが高い方が集まる場所においてサービスを提供する医療

機関や高齢者施設、障害者施設等の従事者（以下「医療従事者等」という。）が接種対象とされ、

５月８日から開始することとされています。 

つきましては、施設管理者の皆様方におかれましては、施設での接種について、下記の内容をご

確認の上、前回接種日から３か月経過後に実施していただくようお願い申し上げます。 

 

記 

 

１． 各施設での準備と流れ 

(１) 施設医や嘱託医等への接種の協力依頼 

        ↓ 

(２) ワクチン接種スケジュールの調整 

        ↓ 

(３) 接種場所の検討 

        ↓ 

(４) 施設利用者、家族、従事者への説明、接種券の収集        

        ↓ 

(５) 必要なワクチン数等の市への配送申請 

  ⇒接種医療機関へ神戸市からワクチンを配送（オミクロン株対応２価ワクチン） 

        ↓ 

(６) 施設でのワクチン接種、事務処理、実績報告 

  ⇒接種医療機関による VRS登録、市への接種費用の請求 
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２． 接種対象者 

施設利用者及び当該施設の従事者で、初回（１・２回目）接種を完了した方のうち、前

回のワクチン接種から３か月が経過した、 

(１) 65歳以上の方 

(２) 基礎疾患を有する方等 

(３) 医療従事者等 

・ 施設とは、国が作成した「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関す

る手引き（15版）」第２章の２の（２）のウ（表３）（参考資料１）に掲げる高齢者

施設等のほか、通所サービス事業所も含まれます。 

・ 「基礎疾患を有する方等」とは、（参考資料２）をご参照ください。 

・ 施設利用者とは、施設の入所者や通所者を指します。 

・ 従事者とは、施設利用者に直接接する従事者であり、職種は限定しません。委託業

者で施設利用者に直接接する方などは、施設の判断で接種対象としても差し支えあ

りません。（参考資料１-１） 

・ 効率的な接種を行うため、できるだけ施設利用時に接種を行うようお願いします。 

・ 初回（１・２回目）接種を希望される方がいる場合は、「７.初回（１・２回目）接

種を済まされていない方について」をご参照ください。 

 

３． 使用するワクチン 

・追加接種：オミクロン株対応２価ワクチン 

（５歳以上 12歳未満の方は「小児用のオミクロン株対応ワクチン） 

・初回（１・２回目）接種：従来株 1価ワクチン 

※ ワクチンの種類の指定はできません。 

※ 接種希望者がいる場合は「神戸市新型コロナワクチン集中調整センター：050-5526-

1304（（９時～18時(日祝・年末年始除く)）」へご相談ください。 

 

４． 接種にかかる詳細な手順 

(１) 施設医や嘱託医等への接種の協力依頼                           

・ 施設医や嘱託医等に接種を実施してもらうよう依頼してください。 

 

(２) ワクチン接種スケジュールの調整                                 

・ 施設でワクチン接種を行う日時・対象者について、施設利用者や家族、従事者、接種を

実施する医療機関等と調整し、決定してください。 

・ 接種医とは、接種日ごとの人数を明確にして調整してください。 

(３) 接種場所の検討                                     

・ 医師の指導の下、施設内でのクラスター防止、効率的な接種体制の構築の観点から可能

な限り施設内での接種を検討してください。また、接種後 15～30分程度経過観察できる

よう、三密を避けることのできる広い部屋を確保して接種するようにしてください。 

令和5年5月7日まで 令和5年5月8日より 令和5年9月～

令和4年秋開始接種 令和5年春開始接種 令和5年秋開始接種

初回（１・２）回目接種が終了した 初回（１・２）回目接種が終了した 初回（１・２）回目接種が終了した

・65歳以上の方

・5歳～65歳未満の基礎疾患を有する方

・医療従事者等

上記以外の方

・12歳以上のすべての方にオミクロン株

対応2価ワクチンを一人1回接種する

・5歳以上のすべての方
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(４) 施設利用者、家族、従事者への説明                               

・ ワクチン接種を実施する際には、春夏接種の対象者の範囲や効果等について（参考資料

４）を用いてご本人やご家族、従事者に説明をお願いします。接種を受ける方の同意な

く、接種は実施できません。 

(５) 被接種者の接種券等の取りまとめ・秋開始接種の準備                               

・ 接種券については、神戸市の住民票の有無、年齢、基礎疾患等で詳細が異なります。   

「５.接種券について」「６.接種券なしの接種対応について」をご確認ください。 

・ 全ての年齢の方を接種対象とする「令和５年秋開始接種（以下「秋冬接種」という。）」は、

９月から 12月にかけて実施する予定です。秋冬接種に備え、接種者の情報（接種券番号・氏

名・生年月日・住民票住所・直近の接種日等）の記録をお願いいたします。 

(６) 必要なワクチン数等の市への配送申請【施設で準備が整い次第順次】                       

① 接種医（医療機関）が神戸市内に所在する場合 

・ 接種予定日・人数を接種医（医療機関）と調整し、必要なワクチン数を接種医（医療

機関）に確認した上で、配送日の７日前(日祝除く)までに、施設から専用サイトにて

ワクチンの配送申請を行ってください。（詳細は「施設接種用ワクチン配送申請につ

いて（別紙１）」参照） 

 

※ ワクチンの在庫量によっては、ご希望数のワクチンを供給できない場合がありま

す。その場合はその旨を集中調整センターより連絡させていただきます。 

※ 神戸市は、各施設からの配送申請に基づき接種医（医療機関）にワクチン等を配送

します。 

※ 接種医（医療機関）ごとに配送ルート（配送日として指定できる曜日）が決まって

います。接種医（医療機関）と配送ルートを考慮した調整をしていただくようお願

いします。 

※ ワクチンの管理上、医療機関でない施設への直接配送や、配送拠点での受け渡しは

できません。 

※ 施設から配送申請したワクチン（バイアル）は、接種医（医療機関）が自医院で通

常申請したワクチン（バイアル）と同じ便で接種医に配送されます。 

（梱包に「施設接種用」と記載あり） 

 

② 接種医（医療機関）が神戸市外に所在する場合 

・ 接種医（医療機関）所在地の自治体からワクチンを受け取っていただく必要がありま

す。接種予定日・人数を接種医（医療機関）に伝え、接種医（医療機関）から接種医

（医療機関）所在地の自治体に相談いただくように依頼してください。 

 

※ 接種医（医療機関）所在地の自治体からワクチンを受け取ることが難しい場合は、

「９．問い合わせ先」へご相談ください。 

 

(７) 施設でのワクチン接種、事務処理、実績報告                                                  

① 接種医（医療機関）に配送するワクチンを使用して、接種を行ってください。 

② 接種の進捗状況を確認するため、接種日当日中に、接種実績（接種日、接種数等）を施

設から専用サイトに入力してください。（詳細は「施設接種実績報告について（別紙２）」

参照）入力がない場合は、電話で確認することもありますので、ご協力をお願いします。 
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③ 使用した予診票は、接種医（医療機関）にお渡しください。 

※ 神戸市に住民票がない方で接種券を入手する前に接種する場合は、別途事務処理

が必要です。（詳細は「６.接種券なしの接種対応について」参照） 

④  接種医（医療機関）には接種後、速やかに事務処理をしていただくように依頼して 

ください。 

※ 接種記録の登録がない方には、次回の接種券発送はできません。 

 

５． 接種券について 

(１) 神戸市における接種券の発行 

水色封筒で送付の白い接種券一体型予診票は５月８日(月)以降、ご使用になれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 65歳以上の方（神戸市に住民票がある方） 

・ 65 歳以上の方に対する追加接種の接種券は、全員に対して神戸市から住民票住所地に

郵送します。（接種券発行に手続きは不要です。） 

・ 神戸市では、「接種券一体型予診票(紙)（別紙３）」を郵送します。 

・ 神戸市では、国が定める接種間隔を踏まえ、前回接種から３か月を経過した対象者に順

に発送します。（初回発送日４月 20日(木)） 

② 基礎疾患を有する方等または医療従事等（神戸市に住民票がある方） 

・ 神戸市では、接種を受けようとする方からの申請により接種券を発行します。 

・ 令和４年５月 31日以降に基礎疾患を有する方または医療従事者等で「こうべ E-mail接

種券」または施設接種用の「集合接種券」、コールセンターへ紙の接種券の発行依頼を

されたことのある方については、申請がなくても、住民票住所地に「接種券一体型予診

票（紙）（別紙３）」を送付いたします。なお、詳しくは「接種券発送状況確認サービス」

にてご確認ください。 

 

５月８日からは桜色の接種券 これまでの接種券（水色）は 

５月７日まで使えます※ 

※ 

 初回(１・２回目)接種券 

 小児接種（５～11 歳） 

 乳幼児接種（６か月～４歳） 

は、既にお届けしている接種券（水色）が５月

８日以降も使用できます。 
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※ 60歳以上 65歳未満の基礎疾患を有する方等または医療従事者等の接種券は、下記

のいずれかの方法で、接種券の発行手続きが必要ですのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 神戸市に住民票がない方 

 住民票がある自治体の広報紙やホームページをご確認ください。 

 住民票がどこにあるか分からない場合等は、「９．問い合わせ先」にご相談ください。 

  （参考）65歳以上の方で前回接種後に住民票の異動があった場合 

前回接種以降に、神戸市から神戸市外に住民票の異動があった等の場合は、異動先の自治

体に対して接種券の発行申請手続きが必要となる場合があります。ご家族と連絡を取るな

どして、申請手続きに漏れのないよう、十分にご注意ください。なお、神戸市外から神戸

市内に異動があった場合、申請は不要です。 

 

(２) 高齢者施設・障害者施設等での春夏接種の準備 

① 神戸市に住民票がある方（65歳以上・基礎疾患を有する方等または医療従事者等） 

・ 申請なしで、または申請し住民票住所に発送された「接種券一体型予診票」を本人の持

参またはご家族の協力を得る等により、接種日までに施設に集めてください。 

・ 神戸市で発行する接種券には、氏名・生年月日・接種記録が予診票に既に印刷されてい

ます(「接種券一体型予診票（別紙３）」)。ご家族に接種券の送付等を依頼される場合

は、予診票への必要事項の記入も合わせてご依頼ください。 

② 神戸市に住民票がない方（65歳以上・基礎疾患を有する方等または医療従事者等） 

 住民票がある自治体の広報紙やホームページをご確認のうえ、ご家族の協力を得る等

により、接種日までに接種券を施設に集めてください。 

 対象者が「基礎疾患を有する方等または医療従事者等」の場合、住民票がある自治体へ

の申請が必要な場合があります。その場合は当該自治体の相談窓口にご相談ください。

接種券の申請受付（WEB） 

＜https://lgpos.task-

asp.net/cu/281000/ea/residents/procedures/apply/cb658052-976d-

4c6d-b0a9-6af61e67bc53/start＞ 

（令和５年３月 27 日(月)受付開始） 

接種券の申請受付（電話） 

接種券・接種済証再発行専用ダイヤル 078-771-9398（土日祝含む 24時間受付） 

オペレーターによる対応：月～土 ９時 00 分～17 時 30 分（４月１日から８時 30 分受付開始） 

音声ロボットによる対応：上記以外 

※ お手元に接種券番号がわかるものをご用意ください。 

（令和５年３月 27 日(月)受付開始） 

【参考】接種券発送状況確認サービス 

春夏の接種の接種券（桜色）の発行申請が必要かどうかも分かります。 

接種券番号を入力すると、次に接種券が発送される時期が分かります。 

神戸市から発送したが、宛所不明で返戻されたことなどもお知らせします。 

＜https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/hassoujoukyoukakunin.html＞  

（令和５年４月１日(土)以降） 

https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/procedures/apply/cb658052-976d-4c6d-b0a9-6af61e67bc53/start
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/procedures/apply/cb658052-976d-4c6d-b0a9-6af61e67bc53/start
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/procedures/apply/cb658052-976d-4c6d-b0a9-6af61e67bc53/start
https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/hassoujoukyoukakunin.html
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（申請が必要か否かは自治体により異なります。住民票がある自治体の広報紙やホー

ムページをご確認ください。） 

 

(３) 接種日までに接種券一体型予診票または接種券を集められないケースへの対応 

接種日までに接種券一体型予診票または接種券を集められない場合でも、「６．接種券な

しの対応について」の手順に従って接種いただくことが可能です。 

なお、神戸市に住民票がある方は、施設からの申請により接種券を再発行することができ

ます。「接種券再発行申請書（別紙９）」に必要事項をご記入の上、下記の専用アドレス宛に

ご申請いただきますようお願いいたします。 

 

６． 接種券なしの接種対応について（神戸市に住民票がない方のみ） 

◎ 接種当日は、予診票のみで接種することができます。 

◎ 接種券入手後に、医療機関等に事後処理を依頼してください。 

 

(１) 接種日まで                                  

① 接種人数分の「接種券なしの予診票（別紙４）」、「接種記録書（別紙５）」をご用意くだ

さい。 

※ 「接種券なしの予診票（別紙４）」、「接種記録書（別紙５）」は、神戸市ホームペ

ージ（ケアネット）からダウンロードし A4縦で印刷してください。 

＜https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/shingatakorona4kaime.html＞ 

② 接種医（医療機関）に、接種当日に、接種人数分のロット番号シール（大１枚・小３枚）

（参考：別紙６）を持参していただくよう依頼してください。 

本人の「接種済証（別紙７）」や「接種証明（別紙８）」、施設での記録等をもとに、接

種対象者であること（詳細は、「２．接種対象者」参照）、前回接種から３か月が経過

していること、春夏接種は未接種であることを必ず確認してください。 

③ 本人や家族に、「接種券なしの予診票（別紙４）」に必要事項の記入依頼をしてください。

また、後日、自治体から送付される接種券を施設へ提出することが必要になる旨を説明

してください。 

 

(２) 接種当日                                     

   問診前に、本人や家族が必要事項を記入した接種対象者の「接種券なしの予診票（別紙４）」、 

「接種記録書（別紙５）」を、接種医（医療機関）にお渡しください。 

 

(３) 後日、接種券入手時                                

（a）接種券様式：「接種券一体型予診票」の場合 

  【兵庫県外に住民票がある方の場合】 

ア）後日、自治体から送付される「接種券一体型予診票」の本人記入欄（署名欄を含む） 

に、接種当日までに記載した「接種券なしの予診票（別紙４）」の内容を 

転記してください。 

イ）本人記入欄を転記した「接種券一体型予診票」を、接種医（医療機関）に 

お渡しください。 

 

接種券発行受付専用アドレス E-mail：vaccine_coupon@office.city.kobe.lg.jp 

mailto:vaccine_coupon@office.city.kobe.lg.jp
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  【兵庫県内に住民票がある方の場合】 

ア）後日、自治体から送付される「接種券一体型予診票」の接種券部分を切り取って 

ください。（接種券部分は小さいため破損・汚損にご注意ください。） 

イ）切り取った接種券を接種当日に記入した「接種券なしの予診票（別紙 4）」に 

のり付けし、接種医（医療機関）にお渡しください。 

※接種券の切り取り・貼り付けの注意事項について、参考資料３をご参照ください。 

（b）接種券様式：「接種券(兼)接種済証(シール型)」の場合 

   後日、自治体から送付される「接種券(兼)接種済証(シール型)」を接種当日に記入した「接 

種券なしの予診票（別紙４）」に貼り付けて接種医（医療機関）にお渡しください。 

 

７． 初回（１・２回目）接種を済まされていない方について 

 希望者は、お手元にある接種券で、初回（１・２回目）接種をすることができます。 

 １回目の接種終了後、２回目接種までに３週間の間隔をあける必要があります。１回目の接

種から間隔が３週間を超える場合は、できるだけ速やかに２回目の接種を実施できるよう、

接種医と十分調整・確認してください。 

 初回（１・２回）接種に使用するワクチンの配送は、オミクロン株対応２価ワクチンの申請

と同様に施設から市に配送申請してください。（詳細は「施設接種用 ワクチン配送申請に

ついて（別紙１）」参照） 

 

８． 詳細な手順等について                                             

国が作成した手引きや、神戸市がお送りする接種券の見本など、関係する資料をケアネットに 

掲載しておりますので、あわせてご確認ください。 

 

９． 問い合わせ先 

神戸市健康局保健所保健課ワクチン接種対策室 施設接種担当 

E-mail：facility_vaccination@office.city.kobe.lg.jp 

※件名に「施設接種」、「施設名」、「相談キーワード」を記載してください。 

記載例：【施設接種】 〇△□老人保健施設 / 接種券  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:facility_vaccination@office.city.kobe.lg.jp
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１０． 添付資料 

・別紙１   施設接種用ワクチン配送申請について 

・別紙２   施設接種実績報告について 

・別紙３   接種券一体型予診票 

・別紙４   接種券なしの予診票（追加接種用） 

・別紙５   接種記録書（追加接種用） 

・別紙６   ロット番号シール（大１枚・小３枚） 

・別紙７   接種済証 

・別紙８   接種証明 

・別紙９   接種券再発行申請書 

・参考資料１ 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（15版）」 

第２章の２の（２）のウ（表３） 

  ・参考資料１-１医療従事者等の詳細な範囲 

・参考資料２ 基礎疾患を有する方等 

・参考資料３ 接種券が間に合わない方に対して接種する場合の医療機関の事務処理 

・参考資料４ 新型コロナワクチン予防接種についての説明書 

 

※上記以外にも神戸市ホームページ（ケアネット）に QAを掲載しておりますのでご参照ください。 

＜https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/shingatakorona4kaime.html＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/a46210/shingatakorona4kaime.html
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別紙１ 施設接種用ワクチン配送申請について 

 

接種医（医療機関）が神戸市内に所在する場合、神戸市から接種医（医療機関）にワクチンを配送

します。ワクチンの申請方法は以下の通りです。 

 

(１) 初期登録  

※接種医（医療機関）が神戸市外に所在する場合は専用サイトから配送申請できません。 

専用サイト「施設接種 ワクチン配送申請・実績報告」の初期登録をしていただきます。 

 

【専用サイト「施設接種 ワクチン配送申請・実績報告」初期登録 URL】 

https://0c698916.form.kintoneapp.com/public/25130539

320104eb8c9f3ce159ef99e15770ff1a77dbe48295538138f6db

5192 

 

 

 

 

 

■施設基本情報 

※ ３回目接種以降に、施設基本情報を登録されていた施設は、施設基本情報の登録不要です。 

配送申請や実績登録の際には、登録されている事業所番号をご使用ください。 

 

① 施設種別 

施設種別を選択してください。 

② 施設名 

施設名を入力してください。 

③ 施設所在地 

 施設の住所地を入力してください。 

④ 介護保険事業所番号、障害福祉サービス事業所番号等 

介護保険事業所番号や障害福祉サービス事業所番号

を入力してください。 

ワクチン配送申請や実績報告の際に入力していただ

く施設固有番号になります。 

グループ施設など、複数の施設が同一の事業所番号

である場合は、とおし番号を附番するなどして区別

できるようにしてください。 

※事業所番号をお持ちでない施設は電話番号を入力

してください 

⑤ 電話番号 

日中連絡がつく施設の電話番号を入力してください。 

⑥ 施設メールアドレス 

日中連絡がつく施設のメールアドレスを入力してください 

 

 

初期登録 URL は、初回のみ利用できます。２回目以降の利用は、初期登録入力後に届く電子メールに記載

された URL を利用してください。（貴施設専用の連絡用サイトです） 

★ 重要 

https://0c698916.form.kintoneapp.com/public/25130539320104eb8c9f3ce159ef99e15770ff1a77dbe48295538138f6db5192
https://0c698916.form.kintoneapp.com/public/25130539320104eb8c9f3ce159ef99e15770ff1a77dbe48295538138f6db5192
https://0c698916.form.kintoneapp.com/public/25130539320104eb8c9f3ce159ef99e15770ff1a77dbe48295538138f6db5192
https://0c698916.form.kintoneapp.com/public/25130539320104eb8c9f3ce159ef99e15770ff1a77dbe48295538138f6db5192
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■接種を担当する医療機関 

⑦ 接種医療機関名 

接種医療機関名（医院名称）を入力してくださ

い。 

⑧ 接種医療機関コード 

接種医（医療機関）の「医療機関コード」を接

種医（医療機関）に確認し入力してください。 

⑨ 接種医療機関所在地 

医療機関の所在地を「神戸市の区名」選択し、

区名以下の所在地（住所）を入力してくださ

い。 

（接種医療機関が神戸市外の場合は配送申請できません） 

⑩ 回答をクリック 

画面最下部の「回答」をクリックします。 

 

 

 

■登録内容の確認 

⑪ Ｍｙページをクリック 

登録内容、特にメールアドレスに間違いがないか 

確認します 

間違いがなければ、画面を終了します 

 

 

⑫ 電子メールの到着を確認する 

次回以降、メールに記載された URLにアクセスしま

す。 

メールは大切に保管してください 

 

(２) ワクチン配送申請（期限：配送日の７日前(日祝除く)まで） 

医療機関と調整した内容を配送日の７日前(日祝除く)までに専用サイトに入力します。 

 

① 初回登録後に返信されたメールを開く 

  差出人:神戸市ワクチン集中調整センター 

件 名:【神戸市ワクチン接種・初期登録】施設接種 ワクチン配送・実績管理への 

回答ありがとうございます 

② メール本文のリンク URLをクリックする 

 

③ 「施設接種 施設マイページ」画面を下にスク    

ロールする 

 

 

 

【差出人】 神戸市ワクチン集中調整センター 

【件名】 【神戸市ワクチン接種・初期登録】施設接

種 ワクチン配送・実績管理への回答あり

がとうございます 
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④ 「ワクチン配送申請はこちら」をクリックする 

 

 

■配送申請 

⑤ 介護保険事業所番号、障害福祉サービス事業所

番号等 

貴施設の事業所番号を入力し、表示される虫め

がね    をクリックします。 

表示された貴施設の情報に誤りがないか確認

し、下にスクロールします。 

※事業所番号をお持ちでない施設は電話番号を入 

力してください 

 

⑥ 希望バイアル数 

今回、配送申請するバイアルの数量を入力し

てください。 

⑦ 配送希望日 

接種医療機関にワクチンを配送する日を入力し

ます。 

医療機関ごとに配送日が決まっていますの 

で医療機関と調整のうえ、決定してください 

 

⑧ 接種開始予定日 

⑨ 接種開始終了日 

今回の配送分で接種する期間を入力してください  

⑩ 回答をクリック 

画面最下部の「回答」をクリックします 

 

 

⑪ Ｍｙページをクリック 

登録内容、特にメールアドレスに間違いがない

か確認します 

間違いがなければ、画面を終了します 

 

⑫ 電子メールの到着を確認する 

 

⑬ 申請内容を訂正する場合 

後日訂正する必要がある場合は、配送申請完了後に届

いたメールに記載された URLから変更申請を行ってく

ださい。配送希望日の７日前を過ぎると、訂正はでき

なくなります。※お送りするメールに、申請内容（配

送日、申請バイアル数等）を記載しますので、配送日

までに接種医（医療機関）に共有してください。 

 

 

 

 

【差出人】 神戸市ワクチン集中調整センター 

【件名】 【神戸市ワクチン接種・配送申請】施設接

種 ワクチン配送・実績管理への回答あり

がとうございます 
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別紙２ 施設接種実績報告について 

 

施設接種状況を把握する必要があるため、下記手順によりワクチン接種の実績報告をお願いします。 

 

(１) 報告方法 

「施設接種用ワクチン配送申請サイト」にて、各接種日の接種された方の属性（「施設利用者」「施

設従事者」「その他」）別の人数を接種したワクチンの種類ごとに報告してください。 

 

① 初回登録後に返信されたメールを開く 

   差出人：神戸市ワクチン集中調整センター 

   件 名：【神戸市ワクチン接種・初期登録】施設接種 ワクチン配送・実績管理への 

回答ありがとうございます 

 

② メール本文のリンク URLをクリックする 

③ 「施設接種 施設マイページ」画面を 

下にスクロールする 

 

④ 「接種実績登録はこちら」をクリックする 

 

 

■実績報告 

⑤ 介護保険事業所番号、障害福祉サービス事業所番号等 

貴施設の事業所番号を入力し、表示される虫め

がね   をクリックします。 

表示された貴施設の情報に誤りがないか確認

し、下にスクロールします。 

 

⑥ 接種日を入力 

 

⑦ 該当する対象者と回数に分けて入力 

以下の通り分類します。 

利用者 初回（１・２回）接種、オミクロン株接種 

従事者 初回（１・２回）接種、オミクロン株接種 

その他 初回（１・２回）接種、オミクロン株接種 

 

                     ⑧ 廃棄本数を入力 

１回も接種に使用せずに廃棄したワクチンの本

数（バイアル数）をワクチンの種類ごとに入力

します。 

 

⑨ 回答をクリック 

画面最下部の「回答」をクリックします 
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別紙３ 接種券一体型予診票 

 
 

別紙４ 接種券なしの予診票（追加接種用）    別紙５ 接種記録書（追加接種用） 

※接種券部分が印字されていない予診票

見 本 

見 本 見 本 
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別紙６ ロット番号シール（大１枚、小３枚）   別紙７ 接種済証 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙８ 接種証明 

■接種証明（紙面）                ■接種証明（電子） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

見 本 見 本 

見 本 
見 本 
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別紙９ 接種券再発行申請書 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023/3/20、令和5年3月20日　等と入力してください。

施設番号一覧シートを参考に入力してください。

施設一覧番号を入力すると自動で表示されます。

ハイフン無しで入力してください。

接種券の発行は、必ず本人、ご家族またはご家族に準じた方の同意を得て申請をしてください。

項番 接種券番号 姓（漢字） 名（漢字） 姓（カナ） 名（カナ） 英字氏名 英字氏名カナ 通称名 通称名カナ 生年月日 生年月日(参考) 住民票郵便番号 住民票（都道府県） 住民票（市町村） 住民票（区） 住民票（町名・番地） 申請理由 前回接種日 接種予定日

28で始まる１０

桁の接種券番号

を入力してくだ

さい。

1960/3/6

s10/3/6

S35.3.6

昭和10年3月6日

等と入力してくださ

い。

ハイフン無しで入

力してください。

神戸市に住民票がある場合

のみ入力してください。

65歳以上の方、重症化リスクが高い方、

及び、重症化リスクが高い方が集まる場

所においてサービスを提供する医療機関

や高齢者施設・障害者施設等の従事者が

対象です。

2022/10/1

r4/10/1

r4.10.1

令和4年10月1日

等と入力してください。

2023/5/6

r5/5/6

r5.5.6

令和5年5月6日

等と入力してください。

例 2801 555 555 神戸 太郎 コウベ タロウ 1960/3/6 昭和35年3月6日 650 8750 兵庫県 神戸市 中央区 加納町6－5－1 65歳以上 2022/10/1 2023/5/6

1 2802 314 514 山田 花子 ヤマダ ハナコ 2004/10/7 平成16年10月7日 651 5555 あ あ 東灘区 あ 65歳以上 2023/3/7 2023/4/7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

通称名がある場合は入力

してください。

英字氏名がある場合は入力し

てください。

メールアドレス

電話番号

ご担当者様御芳名

申請日

郵便番号

施設名

施設番号

同意の有無

宛名

先方書

住所
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参考資料１ 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引き（15版）」 

第２章の２の（２）のウ（表３） 

 

表３ 高齢者施設等の範囲 

対象の高齢者施設等には、例えば、以下の施設であって、高齢者等が入所・居住する 

ものが含まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 介護保険施設 

・ 介護老人福祉施設 

・ 地域密着型介護老人福祉施設入所者 

生活介護 

・ 介護老人保健施設 

・ 介護医療院 

 

○ 居住系介護サービス 

・ 特定施設入居者生活介護 

・ 地域密着型特定施設入居者生活介護 

・ 認知症対応型共同生活介護 

 

○ 老人福祉法による施設 

・ 養護老人ホーム 

・ 軽費老人ホーム 

・ 有料老人ホーム 

 

○ 高齢者住まい法による住宅 

・ サービス付き高齢者向け住宅 

 

 

 

 

 

 

○ 生活保護法による保護施設 

・ 救護施設 

・ 更生施設 

・ 宿所提供施設 

 

○ 障害者総合支援法による障害者支援施 

設等 

・ 障害者支援施設 

・ 共同生活援助事業所 

・ 重度障害者等包括支援事業所（共同 

生活援助を提供する場合に限る） 

・ 福祉ホーム 

 

○ その他の社会福祉法等による施設 

・ 社会福祉住居施設（日常生活支援住 

居施設を含む） 

・ 生活困窮者・ホームレス自立支援セ 

ンター 

・ 生活困窮者一時宿泊施設 

・ 原子爆弾被爆者養護ホーム 

・ 生活支援ハウス 

・ 婦人保護施設 

・ 矯正施設 （※患者が発生した場合 

の処遇に従事する職員に限る） 

・ 更生保護施設 
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参考資料１-１ （医療従事者等の詳細な範囲） 

１．病院、診療所において、新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者を含む。以下同じ。）に頻繁に接

する機会のある医師その他の職員 

※ 診療科、職種は限定しない。（歯科も含まれる） 

※ 委託業者についても、業務の特性として、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、

医療機関の判断により対象とできる。 

※ バックヤードのみの業務を行う職員や単に医療機関を出入りする業者で、新型コロナウイルス感染

症患者と頻繁に接することがない場合には、対象とはならない。 

※ 医学部生等の医療機関において実習を行う者については、実習の内容により、新型コロナウイルス

感染症患者に頻繁に接する場合には、実習先となる医療機関の判断により対象とできる。 

※ 訪問看護ステーションの従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、

診療所に準じて対象に含まれる。 

※ 助産所の従事者で、新型コロナウイルス感染症患者と頻繁に接する場合には、病院、診療所に準じ

て対象に含まれる。 

※ 介護医療院、介護老人保健施設の従事者についても、医療機関と同一敷地内にある場合には、医療

機関の判断により対象とできる。なお、介護療養型医療施設の従事者は、病院・診療所の従事者と

同様に医療従事者等の範囲に含まれる。 

 

２．薬局において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に接する機会のある薬剤師その他の職員（登録

販売者を含む。） 

※ 当該薬局が店舗販売業等と併設されている場合、薬剤師以外の職員については専ら薬局に従事する

とともに、主に患者への応対を行う者に限る。 

 

３．新型コロナウイルス感染症患者を搬送する救急隊員等、海上保安庁職員、自衛隊職員 

※ 救急隊員等の具体的範囲は、新型コロナウイルス感染症患者（疑い患者を含む。）の搬送に携わる

以下の者である。 

・ 救急隊員 

・ 救急隊員と連携して出動する警防要員 

・ 都道府県航空消防隊員 

・ 消防非常備町村役場の職員 

・ 消防団員（主として消防非常備町村や消防常備市町村の離島区域の消防団員を想定） 

 

４．自治体等の新型コロナウイルス感染症対策業務において、新型コロナウイルス感染症患者に頻繁に

接する業務を行う 

① 感染症対策業務 

※ 以下のような業務に従事する者が含まれる。 

 患者と接する業務を行う保健所職員、検疫所職員等 

保健所、検疫所、国立感染症研究所の職員で、積極的疫学調査、患者からの検体採取や患者の移

送等の患者と接する業務を行う者 

 宿泊療養施設で患者に頻繁に接する者 

宿泊療養施設において、健康管理、生活支援の業務により、患者と頻繁に接する業務を行う者 
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 自宅、宿泊療養施設や医療機関の間の患者移送を行う者 

 

② 予防接種業務 

自治体が新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の特設会場を設ける場合については、当該特

設会場は医療機関であることから、予防接種業務に従事する者であって、新型コロナウイルス感染

症患者と頻繁に接すると当該特設会場を設ける自治体が判断した者を接種対象とすることができ

る。ただし、直接会場で予診や接種等を行う者を対象とし、単に被接種者の送迎や会場設営等を行

う者等は含まない。 

予防接種業務の従事者が、高齢者への接種の実施時期に、ワクチンを接種していない場合は、高

齢者への接種の際に併せて接種することができる。都道府県と市町村の調整が可能であり、市町村

又は地元の医療機関での接種体制の構築ができる場合は、他の医療従事者等と同様に接種を行う

ことができる。 
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参考資料２ 基礎疾患を有する方等 

 

1. 心臓に慢性の機能の障害を有する者 

2. 腎臓に慢性の機能の障害を有する者 

3. 呼吸器に慢性の機能の障害を有する者 

4. 肝臓に慢性の機能の障害を有する者 

5. 免疫の機能を低下させる疾患にかかっている者 

6. 免疫の機能を抑制する治療を受けている者 

7. 免疫異常に伴う神経疾患又は神経筋疾患にかかっている者 

8. 神経疾患又は神経筋疾患を原因とする身体機能の低下が認められる者 

9. 染色体に異常を有する者 

10. 血液疾患にかかっている者（十八歳以上であって、鉄欠乏性貧血にかかっている者を除く。） 

11. 十八歳以上であって、インスリンその他の糖尿病治療薬を用いた糖尿病の治療を受けている者 

又は合併症を引き起こしている糖尿病の患者 

12. 十八歳以上であって、睡眠時無呼吸症候群の患者 

13. 十八歳以上であって、重い精神疾患にかかっている者 

14. 十八歳以上であって、知的障害を有する者 

15. 十八歳以上であって、ＢＭＩ（次の算式により算出した値をいう。）が三十以上である者 

 BMI＝体重（ｋｇ）／身長（ｍ）² 

16. 十八歳未満であって、代謝性疾患にかかっている者 

17. 十八歳未満であって、悪性腫瘍の患者 

18. 十八歳未満であって、膠原病の患者 

19. 十八歳未満であって、内分泌疾患にかかっている者 

20. 十八歳未満であって、消化器疾患にかかっている者 

21. このほか、新型コロナウイルス感染症にかかった場合に重症化するおそれが大きいと 

医師が認める者 
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参考資料３ 接種券が間に合わない方に対して接種する場合の医療機関の事務処理 

 

接種当日                                            

 
 

※接種記録書発行のため、上記と合わせて、「接種記録書（別紙５）」とロット番号シール（大１枚）の準

備が必要です。接種後、「接種記録書（別紙５）」にロット番号シール（大１枚）を貼り、必要事項を記

入し、ご本人にお渡しください。 

 

後日、接種券入手時（神戸市外に住民票がある場合）                                        

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

兵庫県内に住民票がある方の場合は接種券一体型予診票から接種券部分を切り取り、接種当日に作成し

た予診票（Ａ）にのり付けで貼付したものを国保連に送付いただくことも可能です。 
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参考資料４ 新型コロナワクチン予防接種についての説明書 

 
 


